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(54)【発明の名称】 処置用内視鏡の先端部

(57)【要約】
【課題】観察視野が遮られることなく、複数のポリープ
を連続的に切断、回収することができる処置用内視鏡の
先端部を提供すること。
【解決手段】処置具突出口１２が形成された壁面２ｂを
観察窓３より後退した位置に設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部の先端に少なくとも観察窓と処置具
突出口とが設けられた処置用内視鏡の先端部において、
上記処置具突出口が形成された壁面を上記観察窓より後
退した位置に設けたことを特徴とする処置用内視鏡の先
端部。
【請求項２】上記挿入部の先端に配置された先端部本体
が段付き形状に形成されていて、その段の突出側の面に
上記観察窓が配置され、退避側の面に上記処置具突出口
が配置されている請求項１記載の処置用内視鏡の先端
部。
【請求項３】上記挿入部の先端に上記処置具突出口が複
数設けられていて、そのうちの少なくとも一つの処置具
突出口が、上記観察窓より後退した壁面に形成されてい
る請求項１又は２記載の処置用内視鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、処置具突出口を
有する処置用内視鏡の先端部に関する。
【０００２】
【従来の技術】処置用内視鏡の主要な用途の一つとし
て、体内からポリープを切除して回収する処置がある。
【０００３】図４は、そのような用途に用いられる従来
の処置用内視鏡の先端部を略示しており、ポリープ切除
用のスネア等を突出させるための第１の処置具突出口１
１と、ポリープ回収用のバスケット等を突出させるため
の第２の処置具突出口１２とが、挿入部１の先端に配置
された先端部本体２の先端面２ａに、観察窓３等と並ん
で配置されている。
【０００４】１１ａ、１２ａは、処置具突出口１１，１
２に通じる処置具挿通チャンネル、４は照明窓である。
なお、処置具突出口を観察窓３と同面に一つだけ設け
て、一つの処置具突出口からスネアとバスケットを並ん
で突出させるものもある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような
従来の処置用内視鏡で複数のポリープの切除、回収を行
う場合には、図５に示されるように、１個目のポリープ
１０１をバスケット３０で保持すると、そのポリープ１
０１が観察視野Ａを遮ってしまうため、スネア２０によ
る２個目のポリープ１０２に対する切除処置を行うのが
極めて困難になる。
【０００６】バスケット３０を前方に長く延出させれ
ば、前方の観察視野がある程度得られるようになるが、
バスケット３０がスネア２０による切除処置を行う妨げ
になるおそれがあって危険である。
【０００７】そのため従来は、ポリープを一個切除処置
する毎に内視鏡を一旦患者から抜き、ポリープ１０１を
体外でバスケット３０から外してから内視鏡を再挿入す
るケースが多く、非常に面倒な作業になっていた。
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【０００８】そこで本発明は、観察視野が遮られること
なく、複数のポリープを連続的に切断、回収することが
できる処置用内視鏡の先端部を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の処置用内視鏡の先端部は、挿入部の先端に
少なくとも観察窓と処置具突出口とが設けられた処置用
内視鏡の先端部において、処置具突出口が形成された壁
面を観察窓より後退した位置に設けたものである。
【００１０】なお、挿入部の先端に配置された先端部本
体を段付き形状に形成して、その段の突出側の面に観察
窓を配置し、退避側の面に処置具突出口を配置すれば、
上記の構成を実現することができる。
【００１１】また、挿入部の先端に処置具突出口が複数
設けられていて、そのうちの少なくとも一つの処置具突
出口が観察窓より後退した壁面に形成されていれば、ポ
リープ切除用処置具と回収用処置具を別々の処置具突出
口から突出させることができ、処置操作を行い易い。
【００１２】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は、本発明の第１の実施例の処置用内視
鏡の先端部を略示しており、可撓性の挿入部１の先端に
連結された先端部本体２の先端面２ａに、観察窓３と照
明窓４が並んで配置されている。なお、送気送水ノズル
などは図示が省略されている。
【００１３】先端部本体２は、中間部分で段付き形状に
形成されており、その突出端となる先端部本体２の先端
面２ａに、第１の処置具挿通チャンネル１１ａの出口で
ある第１の処置具突出口１１が観察窓３と並んで配置さ
れている。
【００１４】一方、退避側の面（退避面）２ｂは、先端
面２ａから例えば５～２０ｍｍ程度後方に退避して形成
されており、第２の処置具挿通チャンネル１２ａの出口
である第２の処置具突出口１２が、その退避面２ｂに配
置されている。
【００１５】上述のように構成された実施例の処置用内
視鏡を用いて複数のポリープの切除、回収を行う場合に
は、図２に示されるように、切除された１個目のポリー
プ１０１を第２の処置具突出口１２から突出させたバス
ケット３０で保持し、第２の処置具突出口１２付近まで
引き寄せる。
【００１６】すると、１個目のポリープ１０１が、観察
窓３より前方の観察視野を遮らない位置まで後退するの
で、２個目のポリープ１０２を、観察しながら第１の処
置具突出口１１から突出させたスネア２０によって安全
に切除処置することができる。
【００１７】そして、その２個目のポリープ１０２をさ
らにバスケット３０で捕獲して、挿入部１を患者から抜
去することなく第３、第４のポリープ切除、回収処置も
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連続的に行うことができる。
【００１８】図３は、本発明の第２の実施例の処置用内
視鏡の先端部を示している。この実施例は、処置具挿通
チャンネル１０ａの出口である処置具突出口１０が一つ
だけしか設けられていない点が第１の実施例との相違点
であり、観察窓３は先端部本体２の先端面２ａに配置さ
れ、処置具突出口１０が退避面２ｂに配置されている。
【００１９】したがって、図３に示されるように、処置
具突出口１０からスネア２０とバスケット３０を並んで
突出させることにより、第１の実施例と同様に、切除さ
れた第１のポリープをバスケット３０で捕獲した状態
で、観察窓３からの観察視野が遮られないようにして、
スネア２０で第２のポリープの切除処置を行うことがで
きる。
【００２０】
【発明の効果】本発明によれば、処置具突出口が形成さ
れた壁面を観察窓より後退した位置に設けたことによ
り、バスケット等の把持具で捕獲した切除済みポリープ
によって観察視野が遮られることなく、複数のポリープ
を連続的に切断、回収することができる。
【図面の簡単な説明】 *
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*【図１】本発明の第１の実施例の処置用内視鏡の先端部
の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施例の処置用内視鏡によるポ
リープの切除、回収処置の状態を示す側面断面図であ
る。
【図３】本発明の第２の実施例の処置用内視鏡の先端部
の斜視図である。
【図４】従来の処置用内視鏡の先端部の斜視図である。
【図５】従来の処置用内視鏡によるポリープの切除、回
収処置の状態を示す側面断面図である。
【符号の説明】
２  先端部本体
２ａ  先端面
２ｂ  退避面
３  観察窓
１０  処置具突出口
１１  第１の処置具突出口
１２  第２の処置具突出口
２０  スネア
３０  バスケット

【図１】

【図２】
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